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※大泉町随意契約におけるプロポーザル方式実施要綱別記様式

○質問書（様式Ａ）
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○大泉町庁舎議場システム等構築業務委託プロポーザル評価基準



１ 業務の名称

大泉町庁舎議場システム等構築業務委託

２ 業務の目的

本業務は、大泉町（以下「委託者」という。）の新庁舎建設に伴い、新たに議場等

にシステムを導入するにあたり、議会運営の効率性や確実性を確保するとともに、

町民等に分かりやすく開かれた議会を実現できる環境整備を目的とする。

３ 業務内容

別に定める「大泉町庁舎議場システム等構築業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）のとおり。

４ 履行期間

契約締結日から令和８年３月３１日まで。ただし、本業務は庁舎建設事業と連

動して行うものであり、当該施設工事の進捗等の影響により履行期間の調整が発

生する可能性がある。

５ 履行場所

大泉町日の出１８８番 外

６ 提案限度額

総額 ９９，８５８，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

※提案限度額は、契約時の予定価格を示すものではなく、仕様書に基づく提案

内容の規模を示すものであり、追加提案等に要する費用は含まない。なお、

実際の契約に際しては、関連業務等との必要な調整を踏まえた内容に基づく

金額で締結する。

７ 選定方法

大泉町随意契約におけるプロポーザル方式実施要綱に基づく公募型プロポーザ

ル方式とし、参加者が１者の場合でも実施する。

８ 公募型プロポーザル方式採用の具体的な理由

本業務の実施にあたっては、事業者の業務実績、専門性、技術力、企画力、創造

性等を勘案し、価格のみではなく、総合的な見地から判断して最適な事業者と契約

を締結する必要があるため。
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９ 参加資格

参加申し込みの時点で、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

① 令和６・７年度大泉町入札参加資格者名簿（「物品・役務」の電気・通信機

器）に登録されていること。なお、名簿に登録のない者については、参加申し

込みと併せて大泉町物品購入契約等競争入札参加資格審査申請をし、企画提案

書等の提出時までに登録される見込みであること。

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続（以下「更生手続又は再生手

続」という。）の開始の申立てがなされている者（更生手続又は再生手続の開

始の申立てがなされた者であって、更生計画又は再生計画の認可の決定が確定

した者を除く。）でないこと。

④ 大泉町建設工事請負業者等指名停止措置要綱又は大泉町物品購入等業者指

名停止等設置要綱による一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指

名停止等の措置を受けている者でないこと。

⑤ 平成２７年４月１日以降に同種業務（国又は地方公共団体の議場シス

テム構築等に関する業務）の契約を元請けとして締結し、完了した実績

があること。

１０ スケジュール

※上記は予定であり、各事業者と調整の上で変更することがある。

項目 期間または期日

公募の開始 令和７年５月８日（木）

質問の受付
公募の日から

令和７年５月１５日（木）まで

質問に対する回答 令和７年５月２０日（火）

参加意向表明書等の提出
公募の日から

令和７年５月２３日（金）まで

参加資格確認結果の通知発送
参加意向表明書受理の日から

令和７年５月２７日（火）まで

企画提案書等の提出
令和７年５月２８日（水）から

令和７年６月１３日（金）まで

プレゼンテーション開催通知発送 令和７年６月１６日（月）

プレゼンテーションの開催 令和７年６月２３日（月）

結果通知発送 令和７年６月下旬
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１１ 質問の受付及び回答

本プロポーザルに関する質問を受け付けるが、審査（評価）に係る質問について

は一切受け付けない。

（１）受付期限

令和７年５月１５日（木） 午後５時１５分まで

（２）受付方法

質問書（様式Ａ）を使用し、担当へ電子メールにより提出すること。なお、

質問が無い場合には提出不要とする。

（３）回答方法

質問があった場合には、質問者の名称等を伏せて取りまとめ、参加意向表明

書を提出している者及び質問書を提出している者へ令和７年５月２０日（火）

までに電子メールにて回答するとともに、町ホームページにて公表する。

また、回答内容は本要領の追加・修正として取り扱う。

１２ 参加意向表明書等の提出

本プロポーザルに参加しようとする者は、その意向を表明するために以下の表に

記載の書類を提出しなければならない。

（１）提出期限

令和７年５月２３日（金） 午後５時１５分まで

（２）提出書類

（３）提出方法及び提出場所

担当へ直接持参または郵送とする。ただし、持参の場合は、土・日を除く午

前８時３０分から午後５時１５分までの間のみ受付、郵送の場合は提出期限ま

でに必着とする。

１３ 企画提案書等の提出

参加意向に基づき企画提案する際には、下記に記載の書類を提出しなければなら

ない。なお、企画提案書等の提出は、１者につき１回限りとし、期限までに提出が

ない場合には、参加の意向がないものと判断する。

（１）受付期間

令和７年５月２８日（水）から６月１３日（金）

ただし、土・日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

提出書類 様式 添付書類等

参加意向表明書 別記様式第１号

会社概要調書 様式Ｂ パンフレット等

業務実績調書 様式Ｃ
契約及び業務完了を証するものの

写し
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（２）提出書類

（３）提出部数

正本１部、副本７部とする。

（４）提出方法及び提出場所

担当へ直接持参または郵送とする。ただし、郵送の場合は「特定記録郵便」

または「簡易書留」とし、受付期間内に必着とする。

１４ プロポーザルの辞退

企画提案書等を提出後にプロポーザルを辞退する場合は、辞退届出書（様式

Ｅ）を令和７年６月２０日（金）午後５時１５分までに担当へ直接持参又は電子

メールにて提出すること。なお、辞退に際し、今後の指名等において不利益な取

扱いを受けることはない。

１５ プレゼンテーション

企画提案書に基づき、事業者選定のためのプレゼンテーションを実施する。

（１）実施方法

① １者につき４５分以内（説明３０分以内、質疑１５分以内）とし、実施時間

を経過した場合は、説明や質疑の途中であっても打ち切ることとする。

② プレゼンテーションの場所については、別途通知する。

③ プレゼンテーションの順番は、「１３（２）提出書類」の提出順とする。

提出書類 様式

企画提案書

任意様式とする。ただし、以下の点に留意すること。

ア Ａ４版またはＡ３版折り込みとし、縦横は自由。

イ 文字の大きさは１１ポイント以上。

ウ 日本語で作成し、ページ番号を付する。

エ カラー刷り、写真、図、表等の挿入は可。

※仕様書及び大泉町庁舎議場システム等構築業務委

託プロポーザル評価基準を踏まえて作成すること。

要求仕様確認書

及び

代替対応概要書

様式Ｄ－１、様式Ｄ－２

※追加提案（オプション等も含む）がある場合には、

費用等を明確にしたうえで企画提案書に記載する

こと。

見積書

任意様式とする。ただし、以下の点に留意すること。

ア 追加提案で有償となるものは、見積金額には含

まず、別途明記すること。

イ 機器毎の詳細な内訳金額を明記すること。

ウ 調整後の最終的な金額を記載すること（値引き

額等は記載しない）。
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（２）提案者側の出席者

出席者は３名以内とし、契約した場合に業務責任者となる者を含むこと。

（３）その他

① 説明の際の資料は、事前に提出された「１３（２）提出書類」を用いて行う

こととし、当日の資料の差し替え及び追加は一切認めない。

② パワーポイント等の使用は可とするが、映写用ＰＣは提案者が準備すること

と。ただし、スクリーンやプロジェクター等は委託者で準備する。

③ 出席しない場合は辞退とみなし、企画提案書は審査しない。

１６ 審査方法

大泉町庁舎議場システム等構築業務委託事業者選定審査会（以下「審査会」と

いう。）において審査し、業務内容に最も適すると認められる事業者を選定する。

（１）審査会の構成

会長、副会長及び委員で構成し、それぞれ下表の職に就く者を充てる。

（２）評価基準

「大泉町庁舎議場システム等構築業務委託プロポーザル評価基準」による。

（３）選定

上記の基準による審査会委員の評価点の合計点を競う方式とし、総合点数の

最も高い者を優先契約交渉事業者とする。なお、辞退その他の理由で契約がで

きない場合は、次順位事業者と契約の交渉を行うものとする。

（４）結果通知

選定結果は、結果通知書により全ての参加者に通知する。なお、結果につい

ての理由を不服とした意見を申し立てることはできない。

１７ 優先契約交渉事業者の公表

優先契約交渉事業者の名称については、町ホームページで公表する。

１８ その他の留意事項

（１）参加事業者が次の事項のいずれかに該当した場合は失格とする。

① 実施要領に定める事項に違反が判明した場合

② 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合

③ 公平な競争の妨げになる行為、事実があったと町が判断した場合

役職 構成

会長 企画部長

副会長 財務部長

委員
議会事務局長、議会事務局次長、新庁舎建設室長、

総務課法規行政係長及び契約管財課管財係長
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（２）提出書類は公開しない。なお、返却はせず委託者の所有物として組織内で複

写、配付を行う場合がある。

（３）委託者が本案件のプロポーザルに関する報告等で必要とする場合には、参加

者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、本

案件に係る情報公開請求があった場合は、大泉町情報公開条例（平成１０年

条例第１９号）に基づき公開する。

（４）参加等に要する一切の費用は、参加者の負担とする。

（５）仕様書は当該業務に関して基本的な事項を示したものであり、必要と考えら

れるものについては、適宜、創意工夫をして提案すること。

１９ 担当

大泉町議会事務局

住 所：〒３７０－０５９５ 群馬県邑楽郡大泉町日の出５５番１号

電 話：０２７６－６３－３１１１

ＦＡＸ：０２７６－６２－９６８６

メールアドレス：gikaijimu@town.oizumi.gunma.jp
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資 料



別記様式第１号（第１０条関係）

年 月 日

大泉町長 様

住 所

商号又は名称

代表者の氏名 印

プロポーザル参加意向表明書

次のプロポーザルに参加します。

業務名：大泉町庁舎議場システム等構築業務委託

連絡担当者

所属

氏名

電話

ファックス



（様式Ａ）

質 問 書

大泉町庁舎議場システム等構築業務委託に係る公募型プロポーザルについて、次の事項

を質問します。

※記入欄が不足するときは、複写して作成すること。

会社名

部署及び担当者名

連絡先（電話番号）

E-mail

NO 名称 頁 項目 質疑内容

例 仕様書 １ ２（１） ○○○・・・



（様式Ｂ）

会 社 概 要 調 書

○会社概要等

※売上金は直近の決算額を記載すること。

○連絡担当者

会社名

代表者職氏名

本社所在地

委任先所在地

設立年月

資本金

売上金

従業員数

所属

役職・氏名

電話番号（内線）

Ｅ－mail



（様式Ｃ）

業 務 実 績調 書

議場システム等構築に関する業務実績について

※ 本件実施要領に規定する業務実績について記載してください。ただし、記載件数は 5件

以内とすること。（代表実績から順に記入）

※ 業務が特定できる資料（契約履行証明書（国または地方公共団体による証明）や契約書

の写し等）を添付してください。

※ 実績は元請けとして契約し、既に完了した業務を対象とすること。

業務名 発注者

業務期間

年 月～

年 月

業務概要

※業務範囲（調達・設置・調整、マニュ

アル作成、操作説明）や機器の台数等



（様式Ｄ－１）

要求仕様確認書

※要求仕様自体への対応が困難で、代替手段で対応する場合には「代替対応」を選択し、

様式Ｄ－２「代替対応概要書」を記入して提出すること。

設備要求仕様

対応状況

(いずれかに○)

標準

対応

代替

対応

対応

不可

１
基
本
要
件

(1)議場制御システム及び全協室制御システムから各映像・音声を別途委託する

インターネット中継で配信できるよう設計・施工・調整すること。

(2）議場制御システム及び全協室制御システムから各映像・音声が議場内及び議

場外設備で視聴できるよう設計・施工・調整すること。

(3)議場制御システム及び全協室制御システムともに、オンラインでの会議出席

に対応できる環境を整備すること。

(4)停電を考慮し、必要な機器へ一定時間の電源を確保できるよう無停電電源装

置（ＵＰＳ）へ接続すること。

(5)省電力、省スペースに配慮し、配線は極力目立たないように工夫すること。

(6)委託者が支給する機器（参考機器リストの区分欄に「本体工事」と記載のあ

るもの）と連携できる構成とすること。ただし、参考機器リストは構成の一

例を示すものであり、提案内容に応じて必要と思われるものについては追加

するほか、変更することも可能とする。なお、委託者が支給する機器の追加

は行わないが、変更に要する費用は見積金額に含めないこと。

２
議
場
制
御
シ
ス
テ
ム

(1)議場制御システムは、以下の操作、制御ができるものとすること。

ア．マイク・カメラ・テロップ・残時間表示システム操作

イ．録音・映像・録画設備制御

ウ．インターネット配信用エンコード機能

エ．議場外設備への放映用としてＳＤＩ形式での信号出力

(2)議場システム仕様 ①議場外の指定の場所に議場システム架を設置し、議

場内操作席に議会運営用液晶タッチパネルモニター

（以下「タッチパネル」という。）を設置すること。

②基本的に、タッチパネルによりワンオペレートが可

能な仕様とすること。

③マイクの制御に関しては、タッチパネル操作による

発言者の選択に連動したオン・オフの切替えに加え、

音量の調整を可能とすること。

④カメラの制御に関しては、ポジションのプリセット

機能を備えるとともに、操作はマニュアルとオート

のモードを持ち、オート時はタッチパネルによるマ

イク操作と連動して発言者を自動的に撮影できるよ

うにすること。

⑤テロップ画像の送出やライブスイッチャーで選択し

た映像にスーパーインポーズできるようにするこ

と。

⑥事前に登録した各席のテロップについて、タッチパ

ネルによるマイク操作と連動して表示できるように

すること。

⑦タッチパネル操作により、議場内に設置する映像設

備及び別途調達するプロジェクターにそれぞれ個別

の任意の情報を表示できるようにすること。



⑧その他、タッチパネルでは以下の操作を行えるよう

にすること。

・画面上に表示するカメラコントローラーによるカ

メラ操作

・リアルタイムで作成したテロップ出力

・演壇、質問席での発言状況に応じたテロップ表示

操作

・録音・録画機器の操作

・発言残時間、出席議員数の入力

・採決モード（電子採決）の選択

⑨操作卓は可搬式のため、接続するケーブル類は脱着

可能な配線とすること。

３
全
協
室
制
御
シ
ス
テ
ム

(1)全協室制御システムは、以下の操作、制御ができるものとすること。

ア．マイク・カメラ操作

イ．録音・映像設備制御

ウ．議場外設備への放映用としてＳＤＩ形式での信号出力

(2)全協室システム仕様 ①移動可能な操作ワゴンに操作用タッチパネルＰＣを

配置すること。

②基本的に、タッチパネル操作によりワンオペレート

が可能な仕様とすること。

③マイクの制御に関しては、タッチパネル操作による

発言者の選択に連動したオン・オフの切替えに加え、

音量の調整を可能とすること。

④カメラの制御に関しては、ポジションのプリセット

機能を備えるとともに、タッチパネルの操作により、

カメラの切替、映像の選択を行えるものとすること。

⑤室の二分割使用を見据えた拡声設備への音声出力を

可能とすること。

⑥タッチパネル操作により、カメラ映像をはじめ、全

協室システムに接続された機器からの映像を選択し

て移動式ディスプレイへ出力できるようにするこ

と。

⑦操作ワゴンに接続するケーブル類は脱着可能な配線

とすること。

４
議
場
放
送
設
備

(1) ア．マイク

ユニット

①マイクユニットは、委託者の指定に基づき、議場内

各席（議長席１台・事務局長席１台・演壇１台・質

問席１台・議員席１５台・執行部（理事者）席１８

台）に配置するほか、予備として３台用意すること。

音
響
設
備

②議長席用、議員席用及び予備のマイクユニットは、

採決ボタン（電子採決）を備えたものとし、採決結

果を議場に設置するモニターに表示できるようにす

ること。

③マイクユニットは赤外線式のものを基本とするとと

もに、併せて運用に支障の無い台数の充電器を用意

することとし、いずれも破損・故障の際、修理・部

品交換等の容易な国内メーカー製とすること。

④マイク本体部はロングタイプとし、発言音声が明瞭

に拾える適切かつ最適な長さであるとともに、可動

部が２か所フレキシブルに曲げられること。

⑤マイク本体部は、メンテナンス性を考慮して脱着可

能なタイプであること。



⑥マイク本体にはＬＥＤライトが搭載され、発言可能

時にはランプが点灯し、視覚的にマイクのＯＮ／Ｏ

ＦＦを確認できること。

⑦個々のマイクの音量調整が可能であり、音量値の個

別登録が可能であること。また、議場内のレイアウ

トに応じたプロセッサーの設定（ディレイ）をでき

るようにすること。

⑧音質は聴取に適したものとし、音声のノイズ、ハウ

リング等が起きないように十分配慮すること。

⑨複数（２台以上）のマイクユニットによる同時発言

を可能とすること。

⑩原則としてマイクは事務局職員が制御システムで操

作するが、マイクユニット単独での運用も可能とす

ること。

⑪議場に整備されるＷｉＦｉ環境との干渉がないよう

対応すること。

⑫マイクの音声は、拡声設備、録音・録画設備のほか、

インターネット中継へ送信されること。

⑬非公開での会議に備えて、音声の盗聴防止措置が取

られていること。

イ．ワイヤレス

マイク

・制御システムで操作できるマイクとは別に、バック

アップ用としてワイヤレスのハンドマイクを２台納

入すること。

ウ．発言残時間

表示用端末

・事務局長席に発言残時間表示をコントロールするた

めの専用端末を設置すること。

(2)録音設備 ①録音操作は、手動による直接操作、タッチパネルに

よる遠隔操作の両方が可能であること。

②録音メディアはＳＤカード（１６ＧＢ以上）を２枚

用意すること。

③録音用レコーダーは２台（メイン集音用とサブ集音

用）設置すること。

④録音用レコーダーのサブ集音用は集音マイクの音声

を録音できること。また、ノイズ除去装置等を組み

込んで最大限明瞭な録音を可能とすること。

(3)映像設備 ①残時間表示／採決結果／議会放映用として６５イン

チの液晶モニター４台を議場内の壁面に壁掛け設置

すること。なお、別途調達するプロジェクター及び

スクリーンにも議会放映の映像を表示できる接続と

すること。

②１０インチ程度のモニターを議場内４か所（議長席、

事務局長席、演壇、質問席）に設置すること。

③庁舎内のテレビ等で議場放送を視聴するためのデジ

タル変調器を組み込むこと。

(4)録画設備 ・インターネット配信と同様の音声及び映像につい

て、ハードディスクレコーダーへの保存を可能とす

ること。なお、町立図書館での視聴用ＤＶＤとして

配付できるよう、ＢＤ・ＤＶＤメディアへの録画機

能を有する機種とすること。



５
全
協
室
放
送
設
備

(1) ア．マイク

ユニット

①マイクユニットは、委託者の指定に基づき、全協室

各席（２０台）に配置すること。その際、採決ボタ

ンは不要とする。

音
響
設
備 ②マイクユニット及びマイク本体部は、議場放送設備

用と同機種とし、相互利用を可能とすること。

③室全体又は二分割使用のいずれの場合も最大４台の

同時使用を可能とすること。

④原則としてマイクは事務局職員が制御システムで操

作するが、マイクユニット単独での運用も可能とす

ること。

⑤全協室に整備されるＷｉＦｉ環境との干渉がないよ

う対応すること。

⑥マイクの音声は、拡声設備、録音設備へ送信される

こと。

⑦非公開での会議に備えて、音声の盗聴防止措置が取

られていること。

イ．ワイヤレス

マイク

・制御システムで操作できるマイクとは別に、バック

アップ用としてワイヤレスのハンドマイクを４台納

入すること。

(2)録音設備 ①録音操作は、手動による機器操作、タッチパネル操

作の両方可能とすること。

②録音メディアはＳＤカード（１６ＧＢ以上）を２枚

用意すること。

③録音用レコーダーは２台（メイン集音用とサブ集音

用）設置すること。

④録音用レコーダーのサブ集音用は集音マイクの音声

を録音できること。

(3)映像設備 ①外部から持ち込むＤＶＤ等を別途設置する移動式デ

ィスプレイで視聴するための設備（録画機能を有す

るもの）を設置すること。

②庁舎内のテレビ等で全協室放送を視聴するためのデ

ジタル変調器を組み込むこと。

６
議
場
外
設
備

(1)議場の音声放送 ・庁舎内の任意の部屋（スペース）等に、議場からの

音声を出力できる調整を行うこと。

(2)議場の映像放送 ・庁舎内のテレビ共聴設備に、議場からの映像（音声

含む）を出力できる調整を行うこと。

７その他設備・作業等 ①開会・再開等を知らせるブザー音を任意で流すこと

ができること。

②受託者は各定例会毎に最新のバックアップデータを

取得し、万が一のシステムダウン等でもオンサイト

による交換等、迅速な復旧を可能とする体制を取る

こと。

８
図
面
等

(1)納入前に提出するもの

ア．議場並びに全協室の制御システム及び放送設備の設計図

※各機器類の寸法がわかるもの

イ．議場並びに全協室の制御システム及び放送設備の配線図

※各機器類の配線及び経路、接続状況がわかるもの

ウ．作業工程（スケジュール表）

(2)納入後に提出するもの

ア．議場並びに全協室の制御システム及び放送設備の取扱説明書

イ．各機器類の個別取扱説明書

ウ．納入状況写真



（様式Ｄ－２）

代替対応概要書

対象項目 代替が必要な部分 対応方法

【例】

２議場制御システム

(2)議場システム仕様③

○○○ ○○○



（様式Ｅ）

年 月 日

大泉町長 様

住 所

商号又は名称

表者の氏名

辞退届出書

都合により、次のプロポーザルへの参加を辞退します。

業務名：大泉町庁舎議場システム等構築業務委託

連絡担当者

所属

氏名

電話

ファックス

※今回辞退することで、今後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。



大泉町庁舎議場システム等構築業務委託プロポーザル評価基準

※要求仕様書への対応及び見積金額を除く項目については、「Ａ：特に優れている」、

「Ｂ：優れている」、「Ｃ：標準的である」、「Ｄ：要求水準を下回る」の４段階で評価

し、Ａ（配点×100％）、Ｂ（同 80％）、Ｃ（同 50％）、Ｄ（同 10％）を評価点とする。

※総合点数が同点となった場合は、見積金額の低い提案者を上位とする。

評価項目 評価の視点 配点

企業の状況 ・規模、担当部署の所在地、類似業務の実績等 5

実施体制

・業務を円滑に遂行できる体制が構築されているか。

・専門的かつ十分な能力を有する従事者が配置されて

いるか。

・担当の役割分担が明確になっているか。

5

スケジュール ・スケジュールは具体的かつ適切か。 10

制御システム、

機器関係

要求仕様への

対応

・要求仕様確認書の対応状況に基づいて評価

・標準対応は 2点、代替対応は 1点、対応不可及び

無記載は 0点とし、合計点／満点×配点で計算

（小数点以下第 1位切り捨て）

30

操作性

・操作画面はシンプルで、直感的に操作しやすいデザ

インとなっているか。

・専門知識のない職員でも扱いやすく、誤操作が生じ

にくい分かりやすい操作性を有しているか。

15

安定性、

障害対応

・障害を未然に防げる対策が講じられているか。

・ソフトウェア等は長期運用に耐え得るものとなって

いるか。

・障害によりシステム稼働が不可能となった場合の代

替措置や応急対策が講じられているか。

15

運用関係

操作研修、

マニュアル等

・職員への操作研修については、適切なタイミングと

回数が計画されてているか。

・操作マニュアルの作成や納品の方法は適切か。

10

保守点検等

・日常の点検は職員が容易に実施できるものとなって

いるか。

・無償保証期間を含め、機器等が故障した際の対応方

針が明確に示され、かつ妥当な内容となっている

か。

10

その他
・独自のセールスポイントや町にとって有益な追加提

案はあるか。
10

プレゼンテーション ・プレゼンテーションに対する評価 10

見積金額
・最低金額／提案金額×配点

（小数点以下第 1位切り捨て）
30

合 計 150


